
熊本市 こども・子育て応援サイト 

子育て応援団の登録及び利用に関する規約 

 

１．目的 

本規約は、市が管理運営する「熊本市こども・子育て応援サイト」（以下「本サイトと 

いう。）内の子育て応援団に関する登録及び利用に関する要件を規定する。 

 

２．子育て応援団の定義 

「子育て応援団」とは、本規約に同意の上、登録された次の団体や個人、施設とする。 

（１）子育て応援団体 

「子育て応援団体」とは、３（１）の登録要件を満たし、本サイトに登録した団体及

び個人のことをいう。 

（２）子育て応援施設                     

「子育て応援施設」とは、３（２）の登録要件を満たし、本サイトの「親子にやさし

いおでかけマップ」に登録した施設、又は「こどもの居場所マップ」に登録した施設及

び活動のことをいう（公共施設を除く。）。 

 

３．登録要件 

（１）子育て応援団体 

本サイトに登録できる団体及び個人は、次の全項目に該当する団体等とする。 

①次の（ア）から（カ）までのいずれかに該当する活動であって、かつ公益性があり

営利を目的としない活動を継続的に行う団体等であること 

（ア）地域における子育て支援活動 

（イ）児童の健全育成を目的とする活動 

（ウ）障がいがある児童を支援する活動 

（エ）ひとり親家庭及び両親のいない児童を支援する活動 

（オ）父親の子育て及び育児参加を推進する活動 

（カ）その他市が掲載を認めるもの 

②熊本市に本拠地または事務所がある団体や熊本市在住の個人であること 

③熊本市内在住者を主な対象として活動を行っていること 

④政治活動（特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又はこれ

らに反対することを目的とする活動を含む。（以下、同様））、宗教活動もしくはこ

れらに類似する活動を行っていないこと 

⑤法令及び公序良俗に反する行為を行っていないこと 

⑥不法行為及び暴力行為など反社会的行為を行っていないこと 

⑦公益を害する活動を行っていないこと 



⑧サイトの利用及び掲載内容、イベント等の実施に関し代表者が責任を持つこと 

（２）子育て応援施設                     

①本サイト内「親子にやさしいお出かけマップ」に登録できる施設は、次の全項目に

該当するものとする。 

（ア）熊本市内に施設があること 

（イ）こども連れで利用すると想定される施設であり、その利用を歓迎していること 

（ウ）（別表１）で定めたこども連れに配慮ある項目を１項目以上備えていること 

②本サイト内「こどもの居場所マップ」に登録できる施設及び活動は、次の全項目に

該当するものとする。 

（ア）熊本市内でこどもの居場所を提供していること 

（イ）こどものみで利用・参加すると想定される施設及び活動であり、その利用等を

歓迎していること 

（ウ）こどもが気軽に利用・参加することができること 

（エ）こどもが安心して過ごせる環境が備わっていること 

（オ）特定の住所で開所又は開催されていること 

（カ）継続的に開所又は開催されていること 

 

４．子育て応援団の登録及び登録情報の修正 

（１）子育て応援団体 

①登録 

登録を希望する場合は、本サイト内の「子育て応援団体」ページから、市が定めた

登録に必要な団体情報を登録し、申し込むものとする。 

市は、子育て応援団体への申し込みがあった場合、本規約に基づき審査し、適正な

場合は、ＩＤ及びパスワードを付与するとともに、団体情報を公開するものとする。 

②登録情報の修正 

①の登録後、団体情報に変更が生じた場合は、事前に配布したＩＤ及びパスワード 

を用い、各団体において本サイト内の「子育て応援団体」ページから修正を行うとと

もに、市に変更申請を行うこととする。申請内容は、市の確認・審査後、適正な場合

は公開するものとする。 

（２）子育て応援施設 

①登録 

登録を希望する場合は、本サイト内の「子育て応援施設」ページから、市が定めた

登録に必要な施設情報を登録し、申し込むものとする。 

市は、子育て応援施設への申し込みがあった場合、本規約に基づき審査し、適正な

場合は、施設情報を公開するものとする。 

②登録情報の修正 



①の登録後、施設情報に変更が生じた場合は、本市が提示する修正フォームに修正

内容を登録するとともに、市に変更申請を行うこととする。申請内容は、市の確認・

審査後、適正な場合は公開するものとする。 

 

 

５．子育て応援団が掲載できる内容 

（１）子育て応援団体 

①お知らせ情報 

（ア）団体の会員募集 

（イ）団体の活動報告 

（ウ）その他市が掲載を認めるもの 

②イベント情報 

（ア）地域における子育て支援活動 

（イ）児童の健全育成を目的とする活動 

（ウ）障がいがある児童を支援する活動 

（エ）ひとり親家庭及び両親のいない児童を支援する活動 

（オ）父親の子育て及び育児参加を推進する活動 

（カ）その他市が掲載を認めるもの 

（２）子育て応援施設 

①親子にやさしいおでかけマップ 

（ア）こども連れで利用すると想定される施設の基本情報 

（イ）その他市が掲載を認めるもの 

  ②こどもの居場所マップ 

  （ア）こどものみで利用すると想定される施設の基本情報 

  （イ）その他市が掲載を認めるもの 

 

６．掲載禁止事項 

次のいずれかの項目に該当する内容は掲載しないものとする。 

（１）政治活動、宗教活動、営利活動もしくはこれらに類似する内容 

（２）不法行為及び暴力行為など反社会的な行為を行うことを助長する恐れのある内容 

（３）本人の承諾を得ない情報や個人の情報を特定できる内容 

（４）他の者を誹謗、中傷するまたは他者に不利益を与える内容 

（５）著作権を侵害する内容 

（６）本サイトの運営を妨げる内容 

（７）その他市が不適当と判断する内容 

（８）個人の意思決定に対し特定の価値観の押し付けとなる恐れのある内容 



 

７．ＩＤ及びパスワードの管理 

子育て応援団体に付与されたＩＤ及びパスワードの管理については登録者自身が責任を

追うものとする。市では本サイトのＩＤ及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用

に伴う損害の一切の責任を負わない。また、ＩＤ及びパスワードの譲渡、名義変更、売買

などは一切禁止する。 

 

８．情報の掲載にかかる市の承認手続き 

（１）子育て応援団体 

市は、団体によって作成された団体情報、お知らせ、イベント記事を審査した上で本

サイトへ掲載することとし、当該情報等を本サイトへ掲載することがふさわしくないと

判断した場合は掲載しない。 

また、登録・公開された情報については、登録団体の承認なしに市が追記・修正・削

除を行うことができるものとする。 

（２）子育て応援施設                     

市は、施設によって作成された施設情報を審査した上で本サイトへ掲載することとし、

当該情報を本サイトへ掲載することがふさわしくないと判断した場合は掲載しない。 

また、登録・公開された情報については、登録施設の承認なしに市が追記・修正・削

除を行うことができるものとする。 

 

９．団体情報及び施設情報の利用 

市は、事務連絡上必要なために収集した個人を特定できるような情報を除き、本サイト

に登録された情報を一覧表またはサイトの管理・運営に必要な文書の作成及び公表、配布

に利用できるものとする。 

 

１０．登録資格の抹消 

市は、次のいずれかの項目に該当する行為を行った子育て応援団については承諾の有無

に関わらず登録団体・施設としての資格を抹消することができることとする。 

（１）上記「６．掲載禁止事項」に該当した場合 

（２）本サイトのＩＤ及びパスワードを不正に使用した場合 

（３）登録情報に虚偽があった場合 

（４）本規約のいずれかに違反した場合 

（５）その他不正な行為があった場合 

 

１１．利用料金 

本サイトの登録及び利用は、無料とする。ただし、利用者が本サイトを利用するために



必要な機器の設置、アクセスするための電話料金・通信回線料・インターネットプロバイ

ダ利用料金などは、利用者が負担することとする。 

 

１２．サービスの中断、停止、閉鎖等 

市は、次のいずれかの項目に該当する場合、子育て応援団の承認なしにサービスの一部

若しくは全部を一時中断、または停止する場合がある。 

（１）システムの定期保守、更新及び緊急の場合 

（２）火災・停電・天災などの不可抗力によりサービスの提供が困難な場合 

（３）インターネットを通じての不正な侵入により、サービスの提供が困難な場合 

（４）その他、不測の事態により市がサービスの提供が困難と判断した場合 

（５）市が本サイトの閉鎖を決定した場合 

 

１３．市の免責 

（１）市は、理由の如何を問わず、本サイトのサービスの提供が中断、停止、終了したこ

とに起因する子育て応援団体または第三者が被った被害について一切の責任を負わな

いものとする。 

（２）市は、本サイトの利用を通して得た子育て応援団が発信した情報等の正確性、活動

の内容等について、一切保証責任を負わないものとし、これらの情報に起因して生じ

た損害に関しても一切責任を追わないものとする。 

（３）本サイトを通じて提供される情報に関し、子育て応援団と第三者との紛争が生じた

場合は、子育て応援団は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市は一

切責任を追わないものとする。 

 

１４．規約内容の変更 

市は本規約内容の一部を登録団体への通告なしに変更する場合がある。 

 

 

 

附則この規約は、平成２８年４月１日から実施する。 

附則この規約は、平成２９年１２月１日から適用する。 

附則この規則は、令和７年１０月１日から適用する。 

附則この規則は、令和７年１２月１日から適用する。 

 

 

 

 



 

（別表１）こども連れに配慮ある項目 

１    

 

トイレに補助便座やキッズトイ

レがある 

13    

 

授乳できるスペースがある 

２ 

 

トイレにベビーキープがある 14 

 

いつでもこども連れで利用で

きる 

３ おむつ交換シートがある 15 事前予約してこども連れで利

用できる 

４ ベビーベッドがある 16 こども用の本やおもちゃがあ

る 

５ 

 

ミルク用のお湯が提供で きる 17 託児ができる 

６ キッズスペースがある 18 分煙している 

７ 

 

ベビーカーで入ることが でき

る 

19 禁煙している 

８ 

 

少々騒いでも大丈夫な雰囲気が

ある 

20 多目的トイレがある 

９ 

 

こども用メニューがある（離乳

食や幼児食） 

21 駐車場がある 

10 

 

こども用の食器がある  

 

 

11 こども用イスがある   

12 

 

こども連れの席や空間がある   

 


